
記

１．納入方法

２．口座振替日及び振替額

1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 7回目 8回目
5月26日(火) 6月26日(金) 7月27日(月) 8月26日(水) 9月28日(月) 10月26日(月) 11月26日(木) 12月28日(月)

生徒費 4,100 4,100 5,000 13,200
積立金 3,000 3,000 2,000 6,000 6,000 6,000 26,000
PTA会費 6,000 6,000
振替手数料 66 66 66 66 66 66 66 462
合　計 7,166 7,166 7,066 6,066 6,066 6,066 6,066 45,662

生徒費 4,000 4,000 3,000 11,000
積立金 2,000 2,000 3,400 6,000 5,600 5,000 5,000 29,000
PTA会費 6,000 6,000
振替手数料 66 66 66 66 66 66 66 66 528
合　計 6,066 6,066 6,466 6,066 6,066 5,666 5,066 5,066 46,528

生徒費 7,300 7,300 7,300 21,900
積立金 0
PTA会費 6,000 6,000
同窓会費 300 300
振替手数料 66 66 66 66 264
合　計 7,366 7,366 7,366 6,366 28,464

・生徒費徴収額については、行事不参加や教材未使用等により個人の徴収額が減額になる場合が
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注意点

・振替日は、毎月26日（銀行が休業日の場合は、翌営業日）です。上記振替日をご確認ください。
・再振替はありませんので、当該月の振替ができなかった場合は、現金徴収いたします。

　登録していただいた銀行口座より自動振替いたします。振替不能となった場合は、翌月お知らせ
　をいたします。

大阪市立八阪中学校
校長 　 田中　　節

令和2年度　学校徴収金の納入について（お願い）

合　　計

　平素は、本校教育の推進にご協力をいただきありがとうございます。 

保 　護 　者 　様

　さて、本年度の学校徴収金の納入につきまして次のとおりとさせていただきますので、よろしく
お願いいたします。

※この件に関するお問い合わせは、本校事務室までお願いいたします。（TEL：6458-8532）
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　あります。　
・就学援助を申請されても、認定を受けるまでは全額納入が必要です。
　また、認定後も生徒費徴収額以外の費用は納入が必要ですのでご注意ください。


